
最終更新日：令和 5 年 10 月 17 日

第三期特定健康診査等実施計画
旭化成健康保険組合旭化成健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 ・被扶養者の特定健診受診率は増加傾向であるが、まだ低い。  ・未受診者対策として被扶養者本人へ種々アプローチする

・被保険者へPRし、被保険者から受診を勧めてもらう
No.2 ・被保険者は40歳〜64歳の年齢層が多い。第2期は若年層を含む特

定保健指導該当者以外にも保健指導を実施したが、特定保健指導実
施率は低い。
・内臓脂肪症候群該当者の減少率は若干よい傾向にあり、今後も保
健指導の継続実施が必要。

 ・特定保健指導の実施率向上を目指す。参加しやすく有効なプログラム導入
・特定保健指導該当者以外で必要な人には保健指導を受けられる環境を引き続き提供

No.3 ・被扶養者も特定保健指導実施率が低い。
・内臓脂肪症候群の減少率が低い傾向にある。  ・特定保健指導の実施率を上げるために、参加しやすいプログラムを追加しPR

No.4 ・被扶養者の一人当たり生活習慣病医療費は高い傾向にある。特に
虚血性疾患、人工透析で高く、糖尿病、人工透析で増加傾向。
・特定健診データの受診勧奨割合は、収縮期血圧、LDLコレステロ
ール、血色素量が高い。

 ・生活習慣病受診勧奨や重症化予防施策を推進。健康意識の向上につながり参加しやす
いプログラムを導入

No.5 ・被保険者の休職者・休職日数共に精神神経系疾患が多い。
・精神神経系疾患患者のうち、9割は働きながら通院している。休職
を未然に防ぐ必要がある。

 ・現在は事業主産業保健スタッフが中心となり各地区単位の取り組み実施。今後の施策
は事業主と検討

No.6 ・死因は悪性新生物が最も多い。一人当たりの医療費も新生物は高
く前年度より上昇。  ・被保険者の悪性新生物対策は、事業主産業保健スタッフと情報共有し、コラボヘルス

等今後の対策を検討
・被扶養者の悪性新生物対策は、がん検診受診啓発実施

No.7 ・被保険者の医療費は、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂質異常症
、人工透析が高く、糖尿病、脂質異常症、人工透析が増加傾向。
・特定健診データの受診勧奨割合では、LDLコレステロール、HbA1
c、γGTPが高い。
・肥満割合は男性は約50％と全組合平均と同等で、女性約20％に比
べ高い。

 ・特定保健指導対象者等は特定保健指導に参加してもらい、その他の生活習慣病の予防
、重症化予防への強化策は今後産業保健スタッフ等と検討

No.8 ・被保険者の運動習慣不良者率と毎日飲酒者率が高い傾向がある。
・肥満率、喫煙率、不適切な飲酒率は地区間に差があり、平均に比
べかなり高い地区がある。

 ・健保情報誌、ホームページ等による啓発
・運動・飲酒等生活習慣改善のための事業推進

No.9 ・被扶養者の運動習慣不良者率もやや高い傾向にある。  ・健保情報誌、ホームページ等による啓発
・運動等生活習慣改善のための事業推進

No.10 ・被保険者、被扶養者ともに、高血圧、糖尿病のレセプトがある者
で、受診勧奨値以上の者が多数存在する。
・被保険者、被扶養者ともに、生活習慣病のレセプトがない者で、
受診勧奨値以上の者が一定数存在する。

 ・生活習慣病通院者のコントロール不良者や、未通院者で受診勧奨の必要な人への支援
強化

No.11 ・前期高齢者の一人当たり医療費は減少傾向にあるが、人数比率が
増加傾向にある。  ・前期高齢者に健康支援を継続実施

No.12 ・後発医薬品使用割合が被保険者・被扶養者ともに健保連全体平均
と比べ低い。  ・後発医薬品使用割合増加のための事業推進

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積が(内臓脂肪型肥満)が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の
発症リスクが高くなる。現状では生活習慣病患者数が増加傾向にあることから、特定健診受診促進による早期発見と重症化予防に向けた効果的な保健指導実施を行うこと
が必要と考える。
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特定健診・特定保健指導の事業計画特定健診・特定保健指導の事業計画

11 事業名 家族・任継本人特定健康診査家族・任継本人特定健康診査 対応する健康課題番号 No.1 No.1 , , No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者/任

意継続者

方法
・6月に自宅へ案内文書・受診券送付。巡回健診開催地区は別途案内送付
・受診率向上のため、契約機関（巡回健診等）設置、補助上限額内窓口支
払無しの機関増加、受診者提出の健診結果票等不備減少を図ってきたが、
今後は未受診者への支援強化や職場健診結果等受領について検討していく
。

体制 ・健保組合主体の事業であるが、今後は事業主と連携し、事業主や被保険
者から受診勧奨を図る。

事業目標
・特定健診受診率を向上させ、生活習慣病の予防・改善を図る。

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率 47 ％ 47 ％ 55 ％ 60 ％ 70 ％ 80 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
期間途中の健診未受診者
への再案内 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】健康の保持増進、生活習慣病の早期発見・早
期治療 【計画】 ・6月に全員に受診券・案内文書配付
。巡回健診案内配付 ・期間途中に未受診者に健診再
案内（新規） ・受診者に健康年齢通知配付（新規） 
・機関誌、社内掲示板等によるPR

[実施計画] ・未受診者への健診再案内 ・未受診者へ
の健診受診勧奨（健康年齢提示等） ・健診未受診者
の職場健診データ受領 ・健診PR（機関紙、社内掲示
板等）

・期間途中に未受診者への健診再案内（一部は巡回健
診機関に委託する） ・未受診者への健診受診勧奨（
健康年齢提示等） ・健診未受診者の職場健診データ
受領 ・被保険者から被扶養者への家族健診PR（社内
電子メール、事業主経由等） ・機関誌、社内掲示板
等によるPR

R3年度 R4年度 R5年度
・期間途中に未受診者への健診再案内（一部は巡回健
診機関に委託する） ・未受診者への健診受診勧奨（
健康年齢提示等） ・健診未受診者の職場健診データ
受領 ・被保険者から被扶養者への家族健診PR（社内
電子メール、事業主経由等） ・機関誌、社内掲示板
等によるPR ・補助費用検討

・期間途中に未受診者への健診再案内（一部は巡回健
診機関に委託する） ・未受診者への健診受診勧奨（
健康年齢提示等） ・健診未受診者の職場健診データ
受領 ・被保険者から被扶養者への家族健診PR（社内
電子メール、事業主経由等） ・機関誌、社内掲示板
等によるPR ・補助費用検討

・期間途中に未受診者への健診再案内（一部は巡回健
診機関に委託する） ・未受診者への健診受診勧奨（
健康年齢提示等） ・健診未受診者の職場健診データ
受領 ・被保険者から被扶養者への家族健診PR（社内
電子メール、事業主経由等） ・機関誌、社内掲示板
等によるPR ・補助費用検討

22 事業名 保健指導(従業員)保健指導(従業員) 対応する健康課題番号 No.2 No.2 , , No.7 No.7 , , No.10No.10


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：18〜74, 対象者分類：被保険者
方法 ・保健指導業者へ委託実施

・委託業者やプログラムを追加・変更し、変化をつける。
体制 ・事業主産業保健スタッフが運用面を担当しているので、実施率が向上す

るよう協力依頼

事業目標
・特定保健指導の実施率を向上させ、生活習慣病の予防・改善を図る。

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導実施率 20 ％ 20 ％ 30 ％ 35 ％ 45 ％ 55 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
日程通知書に主旨説明文
書同封 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】生活習慣病の予防・改善・重症化予防 【計
画】 ・事業主健康管理部門の協力を得て実施 ・特定
保健指導非該当者への保健指導も実施 ・業者追加（
平成30年度は特定地区試行） 　　　　

[実施計画] ・２業者体制による効果的なプログラム提
供 ・次年度以降の業者の追加を検討・準備

・業者については実績をみながら複数体制 ・40歳全
員特定保健指導等実施

R3年度 R4年度 R5年度
・業者については実績をみながら複数体制 ・40歳全
員特定保健指導等実施

・業者については実績をみながら複数体制 ・40歳全
員特定保健指導等実施

・業者については実績をみながら複数体制 ・40歳全
員特定保健指導等実施
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33 事業名 特定保健指導（家族、任意継続本人）特定保健指導（家族、任意継続本人） 対応する健康課題番号 No.3 No.3 , , No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者/任

意継続者
方法 ・現状の利用券配付以外に特定保健指導のプログラム（健診当日実施、IC

T利用）を追加し案内する。
体制 ・健保組合主体の事業であるが、今後は事業主と連携し、従業員にも家族

の特定保健指導に関心を持ってもらう。

事業目標
特定保健指導実施率を向上させ、生活習慣病の予防・改善を図る。

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導実施率 20 ％ 20 ％ 30 ％ 35 ％ 45 ％ 55 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
対象者への特定保健指導
案内実施率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】生活習慣病の予防・改善・重症化予防 【計
画】利用券配付以外に新規2種 ①巡回健診機関健診当
日分割実施 ②スマホ利用プログラム案内・実施

[実施計画] ・利用券配付 ・健診当日分割実施の巡回
健診機関へ委託 ・スマホ利用プログラム実施

・健診当日分割実施の巡回健診機関へ委託 ・WEBプ
ログラム実施 ・健診当日分割実施の集合契約委託 ・
未参加者への電話勧奨

R3年度 R4年度 R5年度
・実績を検証し、効果的な保健指導について検討実施 ・実績を検証し、効果的な保健指導について検討実施 ・実績を検証し、効果的な保健指導について検討実施

44 事業名 従業員定期健診・がん検診・人間ドック費用補助従業員定期健診・がん検診・人間ドック費用補助 対応する健康課題番号 No.7 No.7 , , No.6No.6


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：18〜74, 対象者分類：被保険者

方法
・事業主健康管理室等が実施し、費用は事業主と健保にて分担：定期健診
、大腸・胃・前立腺・子宮・乳がん検診、歯科健診（歯磨き指導含む）、
人間ドック

体制 ・事業主より定期健診、人間ドックの特定健診データを受領

事業目標
健康診断を実施することで、疾病の早期発見、早期治療、生活習慣病の予防・
改善、健康の保持増進を図る

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
事業主主体の事業ということもあり、アウトカムは設定しない
(アウトカムは設定されていません)
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率 90 ％ 90 ％ 95 ％ 95 ％ 95 ％ 96 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】疾病の早期発見・早期治療、健康の保持増進
【計画】定期健診、各種がん検診、人間ドック、歯科
検診について事業主と健保にて費用分担

[実施計画] ・費用補助処理を確実に実施 ・定期健診
データの会社システムへの取込の確認

・がん検診の受診状況実態把握 ・人間ドック補助額
統一検討

R3年度 R4年度 R5年度
・がん検診の受診率向上施策検討及び実施 ・がん検診の受診率向上施策検討及び実施 ・がん検診の受診率向上施策検討及び実施

55 事業名 被扶養者健康支援（受診勧奨、重症化予防）被扶養者健康支援（受診勧奨、重症化予防） 対応する健康課題番号 No.1 No.1 , , No.3 No.3 , , No.4 No.4 , , No.10No.10


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：16〜74, 対象者分類：被扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
被扶養者の生活習慣病リスク者へ保健指導を行い、重症化を防ぐ

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
生活習慣病要治療者の受
診率向上 50 ％ 80 ％ 70 ％ 80 ％ 90 ％ 90 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
プログラム参加率 15 ％ 10 ％ 15 ％ 20 ％ 20 ％ 20 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】被扶養者の生活習慣病の予防・改善・重症化
予防 【計画】 ・40歳以上の肥満者、生活習慣病ハイ
リスク者等へスマホ利用保健指導実施 ・40歳以上の
特定健診受診者へ健康年齢通知

[実施計画] ・特定健診受診者全員に健康年齢通知発送
・スマホ利用保健指導実施

・生活習慣病ハイリスク者（特定健診結果）へWEB
保健指導（通院勧奨含む）通知実施 ・重症化（腎不
全）予防プログラム検討

R3年度 R4年度 R5年度
・生活習慣病ハイリスク者（特定健診結果）へWEB
保健指導（通院勧奨含む）通知実施 ・重症化（腎不
全）予防プログラム検討

・生活習慣病ハイリスク者（特定健診結果）へWEB
保健指導（通院勧奨含む）通知実施 ・重症化（腎不
全）予防プログラム検討

・生活習慣病ハイリスク者（特定健診結果）へWEB
保健指導（通院勧奨含む）通知実施 ・重症化（腎不
全）予防プログラム検討
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66 事業名 特定健診データの保険者間の連携特定健診データの保険者間の連携 対応する健康課題番号
No.7 No.7 , , No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：加入者全員
方法 宮崎県保険者協議会における特定健診データの保険者間連携の方針、運用

に則り実施
体制 -

事業目標
退職者等の特定健診データの保険者間連携により、保険者共同での特定健診デ
ータの活用を行う

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
運用は行うが、アウトカムまでは設定しない。
(アウトカムは設定されていません)
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
求めに応じた特定健診デ
ータの提供率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】特定健診の効果的運用 【計画】退職者等の
特定健診データの保険者間連携の体制ができている

[実施計画] 特定健診データの保険者間連携の体制がで
きている

特定健診データの保険者間連携の体制ができている

R3年度 R4年度 R5年度
特定健診データの保険者間連携の体制ができている 特定健診データの保険者間連携の体制ができている 特定健診データの保険者間連携の体制ができている
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 18,986 ∕ 25,389 ＝
74.8 ％

19,442 ∕ 25,643 ＝
75.8 ％

20,934 ∕ 25,899 ＝
80.8 ％

21,610 ∕ 26,159 ＝
82.6 ％

22,762 ∕ 26,419 ＝
86.2 ％

24,107 ∕ 26,683 ＝
90.3 ％

被保険者被保険者 14,752 ∕ 16,380 ＝
90.1 ％

14,896 ∕ 16,551 ＝
90.0 ％

15,887 ∕ 16,723 ＝
95.0 ％

16,053 ∕ 16,898 ＝
95.0 ％

16,220 ∕ 17,073 ＝
95.0 ％

16,561 ∕ 17,251 ＝
96.0 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 4,234 ∕ 9,009 ＝
47.0 ％

4,546 ∕ 9,092 ＝
50.0 ％

5,047 ∕ 9,176 ＝
55.0 ％

5,557 ∕ 9,261 ＝
60.0 ％

6,542 ∕ 9,346 ＝
70.0 ％

7,546 ∕ 9,432 ＝
80.0 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 18,459 ∕ 24,272 ＝
76.1 ％

18,099 ∕ 24,404 ＝
74.2 ％

18,455 ∕ 24,482 ＝
75.4 ％

18,660 ∕ 24,452 ＝
76.3 ％

19,472 ∕ 24,249 ＝
80.3 ％

- ∕ - ＝ - ％

被保険者被保険者 14,913 ∕ 16,557 ＝
90.1 ％

14,458 ∕ 16,756 ＝
86.3 ％

15,071 ∕ 16,911 ＝
89.1 ％

14,990 ∕ 17,031 ＝
88.0 ％

15,827 ∕ 17,081 ＝
92.7 ％

- ∕ - ＝ - ％

被扶養者 被扶養者 ※33 3,546 ∕ 7,715 ＝
46.0 ％

3,641 ∕ 7,648 ＝
47.6 ％

3,384 ∕ 7,571 ＝
44.7 ％

3,670 ∕ 7,421 ＝
49.5 ％

3,645 ∕ 7,168 ＝
50.9 ％

- ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 714 ∕ 3,568 ＝
20.0 ％

935 ∕ 3,740 ＝
25.0 ％

1,170 ∕ 3,901 ＝
30.0 ％

1,422 ∕ 4,063 ＝
35.0 ％

1,926 ∕ 4,279 ＝
45.0 ％

2,475 ∕ 4,500 ＝
55.0 ％

動機付け支援動機付け支援 288 ∕ 1,442 ＝
20.0 ％

378 ∕ 1,512 ＝
25.0 ％

473 ∕ 1,577 ＝
30.0 ％

575 ∕ 1,642 ＝
35.0 ％

778 ∕ 1,730 ＝
45.0 ％

1,000 ∕ 1,819 ＝
55.0 ％

積極的支援積極的支援 425 ∕ 2,125 ＝
20.0 ％

557 ∕ 2,228 ＝
25.0 ％

697 ∕ 2,324 ＝
30.0 ％

847 ∕ 2,420 ＝
35.0 ％

1,147 ∕ 2,549 ＝
45.0 ％

1,474 ∕ 2,681 ＝
55.0 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 813 ∕ 3,419 ＝
23.8 ％

1,023 ∕ 3,219 ＝
31.8 ％

1,133 ∕ 3,378 ＝
33.5 ％

1,495 ∕ 3,328 ＝
44.9 ％

1,871 ∕ 3,333 ＝
56.1 ％

- ∕ - ＝ - ％

動機付け支援動機付け支援 797 ∕ 3,152 ＝
25.3 ％

1,005 ∕ 2,971 ＝
33.8 ％

1,105 ∕ 3,160 ＝
35.0 ％

1,442 ∕ 3,104 ＝
46.5 ％

856 ∕ 1,531 ＝
55.9 ％

- ∕ - ＝ - ％

積極的支援積極的支援 16 ∕ 267 ＝ 6.0 ％ 18 ∕ 248 ＝ 7.3 ％ 28 ∕ 218 ＝ 12.8 ％ 53 ∕ 224 ＝ 23.7 ％ 1,015 ∕ 1,802 ＝
56.3 ％

- ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。

個人情報の保護個人情報の保護
当組合は、組合規定(個人情報保護管理規定)に則りこれを遵守する。また、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいことと
されているため個人情報の利用目的や利用方法について、当組合ホームページに公表している。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
特定健康診査等実施計画は、当健保ホームページに掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
特定健康診査等実施計画は、毎年評価を実施し運営等見直しを行う。
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